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ロータリー財団全体会議での未来の夢計画の疑問点・回答
ロータリー財団委員長　石井良昌（尼崎西）
1 2013-14年度から新地区補助金は地区補助金と名称が変わるのですか？

また、地区補助金はクラブが50％以上で、地区の補助金は50％以下となるのですか？
なお、前年度から計画し、実施年度に実施するといいますが、実施年度に計画し、そのあと続けて、人道的プロジェクトの実施もできると思いますが？

現在同様、新地区補助金は事前（申請時）に使用計画を提出し、ロータリー財団の承認を得る必要があります。実施年度が始まってすぐにプロジェクトが実施できるように前年度中（3-5月頃までに）に使用計画を提出することを奨励しています。実施年度に計画、申請をすることも可能ですが年度の初めに奨学生を派遣したい場合など承認が間に合わない可能性もあります。
前年に使用計画を提出するので、この段階で全てのプロジェクトの詳細を決定するのは難しいかもしれません。あるいは災害があった際の支援のために使いたいといった場合には、臨時費としておきます（臨時費の上限20％は、新地区補助金申請額の20％です。）
実施年度となり、使途が決まった際に財団の担当コーディネーターにプロジェクトの詳細を送り、承認を得ることができます。
地区補助金をどのように配分するかは地区の裁量です。だからクラブが50%、
地区が50%などにする必要はありません。一つの大きなプロジェクトに使うことも出来ますし、いくつかのプロジェクトに使うことも出来ます。プロジェクトは地区またはロータリー・クラブが主催するものでなければなりません。

2 最終報告書の提出期限はプロジェクト完了後2ヶ月以内ですが、これを順守しなかった時、どうなりますか？

1）提出期限を過ぎているプロジェクトを行っている代表クラブ/地区は、新たなプロジェクトの申請をすることはできません。
2）別紙の世界報告分析をご参照ください。
3 DDFの繰越はどうなるのか？

変更ありません。残ったDDFは翌年に繰り越されます。ただし、新地区補助金の上限の計算には加算されません。
例えば地区が2013-14年度の新地区補助金を計画する際、2010-11年度の年次寄付（APF-Share）額の50％と恒久基金（PF-Share）収益の50％がDDFとなり、さらにその50％が新地区補助金の上限ですので、現時点である程度の額の予測がつき計画がたてやすくなっています。
一方DDFの繰越額は2012-13年度が終わるまでわかりませんので、新地区補助金のサイクルを考えると無理があります。
4 グローバル補助金を使って奨学金を出す場合、どこからその資金を引っ張ってくるか？

グローバル補助金の資金源は3つあります。①DDF　②CASH ③WF

MGと同様、DDFに対して1：1、現金に対して1：0.5がWFから組み合わせられます。
グローバル補助金の場合、最低15,000ドルのWFを申請する必要がありますので総予算の最低額は3万ドルとなります。（DDF15,000ドル＋WF15,000ドル）
（例）
DDFだけで申請する場合、DDF15,000ドル＋WF15,000ドル（奨学金額3万ドル）
現金だけで申請する場合、現金3万ドル＋WF15,000ドル（奨学金額4万5千ドル）
DDF 1万ドル、現金1万ドルの場合、WF15,000ドル（奨学金額3万5千ドル）
5 新地区補助金での奨学金において、新地区補助金で文化的な専攻分野（音楽、美術ら）の受付時期はいつか？

新地区補助金は、地区が使用計画（spending plan）をオンラインで入力して申請し、ロータリー財団が承認した後で実施することができます。一年分の使用計画を提出しますので、9月と翌年の4月から勉強を開始する奨学生がいる場合、早い方の9月の方に合わせて申請手続をする必要があります。8月までに財団から承認をもらい、補助金を受領するためには、前年度の5月頃までに使用計画をまとめ財団に提出しておくことが望ましいです。個別プロジェクトの受付時期については地区で決めます。申請書の提出時に使用計画を入力することになりますので、それまでに選考あるいは計画をする必要があります。奨学金については地区のプロジェクトとし一括で募集することも、個々のクラブのプロジェクトとすることも出来ます。また、選考は後にし、3名の奨学金授与として金額を設定しプロジェクトを計画に入れることも可能です。
6 グローバル補助金を使用したい時、６つの重点分野を専攻する大学院生は先に（前年度？）、プロポーザル(提案書)を提出して、合格したあと本申請を出すのでいいのか？

その申請時に大学院の入学許可証を取得か？プロポーザルの前にするのか？
グローバル補助金は年間を通じて受け付けられます。まず、提案書を提出し認められれば申請書提出という二段階の審査があります。
9月入学の場合、90日前までに申請書を提出する必要がありますので6月までに申請書（奨学生からの参加申請書と入学許可証を含む）を提出する必要があります。
規定上、提案書の提出後、6ヶ月以内に申請書を提出しなければなりませんので、6月に申請書を提出することから逆算して1月-3月頃提案書提出というのがひとつの目安になるかと思います。
グローバル補助金で奨学生を出す場合、

1）希望大学がある地区／クラブに連絡をとり、受入側地区（host partner）を探す

2）提案書提出
3）申請書提出（就学の90日前まで。入学許可証要）

という流れになります。
DDFを使うグローバル補助金奨学生の場合は、選考時期等を地区で決めてもいいかもしれません。DDFを使わず現金のみで申請する場合、クラブのみで推薦することもできます。（そのクラブが資格認定を得ているかどうかの財団委員長による確認は必要です）
7 新地区補助金でもグローバル補助金でも指定校制度はなくなるが、カウンセラー制度はどうなるのか？

なお、奨学生は自分の希望する大学を自分でさがすのですね？

申請時はいつになるのか？

グローバル補助金のカウンセラー制度は残ります。受入れ国はカウンセラーを申請書提出時に選びます。グローバル補助金はWFからの拠出が最低15,000ドルのため、奨学金の場合もDDF15,000ドル、WF15,000ドルの3万ドルがプロジェクト予算の最低額となります。
新地区補助金の場合には、受入地区やロータリー・クラブと連絡をとることが奨励されていますが、派遣側の任意となります。申請時期については⑤と⑥の回答をご参照下さい。
8 職業研修チーム（VTT）ですが、片道の一方通行可となりますが、派遣時の先方での滞在費は？

また受け入れ時の先方の滞在費はどちらが負担するのでしょうか？

VTTの場合、相手国との話し合いになります。交換にすることも出来ます。滞在費を補助金から支出したい場合には予算に含めます。
